
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】   

青木村高速情報通信センター（略称：情報センター） ☎0268-49-2106 情 49-2106 

青木村役場 総務企画課事業推進室 ☎0268-49-0111 情 49-0111 

   

 令和 6 年 4 月現在 



本手引では、提供するサービスの概要と、宅内工事、利用料、各サービスの説明および申し込みまでの

手順をわかりやすく説明します。 

 

 

提供するサービスの概要 

全村に敷設された光ファイバーケーブルを利用し、以下のようなサービスを提供いたします。 

① 通信サービス（情報告知端末機による地域内電話サービス） 

※NTT 固定電話とは異なります。 

② 放送サービス（デジタルテレビ再放送サービス） 

 

 

サービスを利用するための宅内工事 

放送サービスと通信サービスの両方に加入された場合の工事（例）は、概ね以下のようになります。

加入の申し込みをすると、村から依頼を受けた業者が工事を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送サービス･通信サービスの両方に加入された場合

の工事概要図（例） 

 

① お近くの電柱から、加入申込者宅の外壁へ光ケ

ーブルを引込みます。 

② 外壁に『映像・通信光受信機』を設置します。 

③ 屋内のテレビ配線は、同軸ケーブル使用します。 

④ 『光受信機用電源』を屋内に設置します。（コン

セントが必要です） 

⑤ 屋内にＬＡＮケーブルを配線し『情報告知端末

機』を設置します。（コンセントが必要です） 

インターネットサービスを利用する場合の追加

工事概要図（例） 

 

※インターネットサービスを利用する場合、光

ケーブルの幹線（最寄りの電柱まで）は、村が

整備をしていますが、別途、回線事業者による

光ケーブルの引込み工事が必要になります。。 



◎ 加入負担金の額（加入申込書提出の際に、現金納入していただきます。） 

区 分 基 準 

金 額 

通信サービス 

（１回線につき） 

放送サービス 

（1 加入につき） 

一般加入 一般世帯・事業所等 50,000 円（税込） 

※令和 6 年 4月 1 日

以降は無料。 

20,000 円（税込） 

※テレビの保有台数

は関係ありません。 

※令和 6 年 4 月 1 日

以降は無料。 

公共加入 公の施設・村が設置する公の

施設以外の公的施設 

 

 

◎ 工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 加入申込から工事完了までの流れ 

① 加入申込受付（加入負担金と一緒に、加入申込書を情報センターまたは役場へご提

出下さい。） 

② 工事業者より日程調整のご連絡をいたします。 

③ 工事施工 

④ 工事完了後、工事業者から加入者の方へ工事費のご請求 

⑤ 加入者の方から工事業者へ工事費の支払い   

   

 

◎ サービス利用料の額 

区 分 基 準 

金 額 

通信サービス 

（１回線につき） 

放送サービス 

（1 加入につき） 

一般加入 一般世帯・事業所等 月額 1,500 円（税込） 年額 3,000 円（税込） 

※テレビの保有台数

は関係ありません。 
公共加入 公の施設・村が設置する公の

施設以外の公的施設 

 

 

光受信機 

 

 

分配器 

 

 

情報告知端末機 

テレビ 

テレビ 

加入負担金のほかに、電柱からの光

ケーブルの引き込み～宅内の配線

までの材料代および工事費などが

発生します。（約 8 万円前後） 

※金額につきましては、各家庭の状況に

より異なります｡ 



通信サービス（情報告知端末機による地域内電話サービス） 

地域内（村内）を光回線で結ぶ電話が、通信サービスです。情報告知端末機（村からの貸与）を使用すること

により、緊急情報の受信サービス、テレビ電話サービス、映像双方向告知サービスなどを利用できます。音声だ

けでなく、文字や映像を使って、行政等からわかりやすくかつ確実な情報伝達が可能になります。 

※公営住宅にお住まいの方は、本サービスに加入していただく必要があります。 

 

【テレビ電話利用時の緊急情報の配信】 

テレビ電話利用中に緊急放送が送られてきた場合は、テレビ電話画面にメッセージが表示され、「再生する」ボ

タンを押下すると、自動的に電話を切断し、緊急放送を再生します。回答ボタンにより安否情報を村に通知する

こともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用例＞ 

【行政情報の配信】 

「ごみ収集日」、「診療日」などの暮らしに役立つ情

報を配信することが可能です。利用者は閲覧したい情

報を容易に探して見ることができます。 

 

【学級閉鎖のお知らせと下校確認】 

双方向機能を利用し、家に帰ったら「帰った」ボタ

ンを押してもらうことで、児童が家に帰ったことが分

かります。ボタンはタッチするだけなので、子どもで

も簡単です。 

 

【健康相談】 

健康に関する様々なアンケートや食事療法の献立

の紹介などを行うことができます。各関連機関と連携

することで、利用者からの日々の回答状況をもとにし

たテレビ電話による健康相談に活用できます。 

【定時放送および定期放送】 

定時放送および定期放送を利用することで、朝・昼・夜や、毎週○曜□時など、あらかじめ指定した

時間や日程、地区にあわせて、告知情報を受信することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便利な地域内電話に、みんなで加入しましょう！ 

・ 地震速報 

・ 大雨・洪水警報 

・ 弾道ミサイル情報 

・ 火災警報など 

緊急情報の種類 

良いですよおばあちゃん
お加減は？

おばあちゃん元気かしら？

緊急放送

 

 

 

 

① 内蔵カメラ（カメラは反転して隠せる） 

② 内蔵マイク 

③ ディスプレイ（タッチパネル式） 

④ 受話器 

⑤ カレンダー 

・ 本日の日付、曜日を表示 

・ 押下すると、月間カレンダーを表示 

⑥ お知らせの通知 

・ 新着のお知らせの有無を表示 

⑦ 取扱説明ボタン 

・ 押下すると、告知端末の使い方を動画で説明 

⑧ 情報画面 

・ 告知タイトルを表示 

・ 告知情報は翌日になると「本日のお知らせ」から消え、

「村からのお知らせ」と「その他のお知らせ」に移動 

・ 「暮らしの情報」には緊急連絡先、時刻表など、生活に

便利な情報が入っている 

⑨ 操作ボタン 

・ 通常の電話と同様の使い勝手で利用が可能 

⑩ その他機能 

・ 電話帳機能 

⑪ オプション 

・ コードレスホン子機（別売） 

 

 

① ② 

⑨ 

③ ④ 

⑤ ⑦ ⑥ ⑧ 

明日は廃品回収日です 

3年 2組学級閉鎖のお知らせ 

食欲に変化はありますか？ 

 

平置き 壁掛け 

 

 

 

 

明日は廃品回収日です 

04/18 11:40 

04/18 13:00 

04/18 11:30 



デジタルテレビ再放送サービス 

 

村で地上デジタル放送およびＢＳデジタル放送を受信し、光ファイバーケーブルを経由して各住宅に

配信します。 

地上デジ

タル放送 

[公共放送] 

NHK 総合、 

NHK 教育 

[無料放送] 

信越放送、 

長野放送、 

テレビ信州、 

長野朝日放送 

（全 6 チャンネル） 

BS デジ

タル放送 

[公共放送] 

NHK BS、NHK BS プレミアム 4K、NHK BS8K 

[無料放送] 

BS 日テレ、BS 日テレ 4K、BS 朝日、BS 朝日 4K、BS-TBS、BS-TBS 

4K、BS テレ東、BS テレ東 4K、BS フジ、BS フジ 4K、BS11、

TwellV(トゥエルビ)、放送大学、BS 松竹東急、BSJapanext、BS よ

しもと、ショップチャンネル 4K、4K QVC 

[有料放送] 

WOWOW プライム、WOWOW ライブ、WOWOW シネマ、WOWOW 

4K、スターチャンネル 1、スターチャンネル 2、スターチャンネル 3、

グリーンチャンネル、BS アニマックス、J SPORTS 1、J SPORTS 2、

J SPORTS 3、J SPORTS 4、BS 釣りビジョン、シネフィル

WOWOW、日本映画専門チャンネル、ディズニー・チャンネル 

（全 38 チャンネル） 

 

（注1） 今までのアナログテレビは、そのままでは視聴できません。地上デジタル対応テレビをご用意い

ただくか、ＢＳ内蔵タイプのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵のレコーダーを

ご用意してください。（テレビを複数台お持ちの方は、台数分必要になります。） 

（注2） 別途、NHK と受信契約が必要です。本サービスの利用料には含まれませんので、利用者が個別

に NHK と契約してください。 

（注3） UCV などに加入している方も、本サービスに加入できます。 

（UCV の解約手続きが別途個別に必要になります。） 

 

 

インターネット（※村が直接提供するサービスではありません。） 

今回、光ファイバーケーブルを整備することで、利用者（加入希望者）が既存の ADSL 等のサービス

に加え、光ファイバーによるサービスを選択することが可能になり、高速で安定した通信が可能となり

ます。 

インターネット接続にはそれぞれの利用者が個別に契約を結ぶ必要があり、パソコンとプロバイダを

結ぶ回線の利用料と、インターネットに接続するためのプロバイダ利用料が発生します。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

高速情報通信網加入申込書 

令和  年  月  日 

青木村長 様 

（申込者）住所                 

                   ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                 

（署名又は記名押印） 

電話番号               

 

日中連絡先              

 

高速情報通信網のサービスを受けたいので、下記事項を承諾のうえ、申し込みます。 

 

 

設置建物 

 

※申込者が所有す

る建物 

建物区分 

 

□ 一般家庭（自己所有・借家・その他） 

□ 集合住宅（自己所有・公営賃貸・民間賃貸・その他） 

□ 店舗等（事務所・会社・工場・店舗） 

□ その他（                   ） 

 

所在地（集合住宅

の場合、住宅名、

部屋番号も記入） 

〒 

 

地区名 

 

          区 

電話番号         －      － 

 

 

 

使用者 

 

□申込者と同じ  □申込者と異なる（以下に、使用者を記入） 

 

住所 

 

電話番号 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                   ○印 

 

利用料納付 

 

□申込者が納付  □使用者が納付 

 

 

利用希望サービス 

※希望するサービ

スを□して下さ

い。 

 

□通信サービス（情報告知端末機による通話及び情報提供サービス） 

 

□放送サービス（県内地上波デジタルテレビ放送及びＢＳデジタルテレビ放送の再放送サービス） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

承諾事項 

１． サービスの提供に関し村が設置する機器等について、私の所有する建物及び土地等を占有する場合は、

協議のうえ無償で提供します。 

２． 利害関係人がある場合は、設置に関し利害関係人の承諾を得ています。 

３． 本人確認及び異動等の確認のため、住民基本台帳情報を閲覧することに同意します。 

４． 設置建物の状況確認のため、所有する固定資産に関し固定資産税課税台帳を閲覧することに同意しま

す。 

５． 村が加入負担金及びサービス利用料を請求した場合は遅滞なく納付します。 

６． 上記のほか、青木村高速情報通信網設置及び管理運営に関する条例及び関係規則を遵守し、施設の善

良な管理運営に協力します。 

 



様式第１号（第４条関係） 
 

 

高速情報通信網加入申込書 

令和 □年 ○月 △日 

青木村長 様 

（申込者）住所  青木村田沢○－○－○    

                                     ﾌﾘｶﾞﾅ  ｱｵｷ  ｲﾁﾛｳ 

氏名  青木 一郎         

（署名又は記名押印）  

電話番号    0268-49-○○○○   

 

日中連絡先  090-1234-○○○○    

高速情報通信網のサービスを受けたいので、下記事項を承諾のうえ、申し込みます。 

 

 

設置建物 

 

※申込者が所有す

る建物 

建物区分 

 

□ 一般家庭（自己所有・借家・その他） 

□ 集合住宅（自己所有・公営賃貸・民間賃貸・その他） 

□ 店舗等（事務所・会社・工場・店舗） 

□ その他（                   ） 

 

所在地（集合住宅

の場合、住宅名、

部屋番号も記入） 

〒３８６－１６０１ 

青木村田沢○―○―○ 

地区名 

村松 区 

電話番号 ０２６８  － ４９  － ○○○○ 

 

 

 

使用者 

 

□申込者と同じ  □申込者と異なる（以下に、使用者を記入） 

 

住所 

 

電話番号 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                  印 

 

利用料納付 

 

□申込者が納付  □使用者が納付 

 

 

利用希望サービス 

※希望するサービ

スを□して下さ

い。          

 

□通信サービス（情報告知端末機による通話及び情報提供サービス） 

 

□放送サービス（県内地上波デジタルテレビ放送及びＢＳデジタルテレビ放送の再放送サービス） 

 

 

備考 

 

例：固定電話番号非公開 

固定電話なし 

 

 

 

 

承諾事項 

７． サービスの提供に関し村が設置する機器等について、私の所有する建物及び土地等を占有する場合は、

協議のうえ無償で提供します。 

８． 利害関係人がある場合は、設置に関し利害関係人の承諾を得ています。 

９． 本人確認及び異動等の確認のため、住民基本台帳情報を閲覧することに同意します。 

１０． 設置建物の状況確認のため、所有する固定資産に関し固定資産税課税台帳を閲覧することに同意

します。 

１１． 村が加入負担金及びサービス利用料を請求した場合は遅滞なく納付します。 

１２． 上記のほか、青木村高速情報通信網設置及び管理運営に関する条例及び関係規則を遵守し、施設

の善良な管理運営に協力します。 

 

記 入 例 

あなたの属してい

る地区名をご記入

下さい。 

こちらの番号が新サービスの回線番号となります。 

基本的にNTT固定電話と同じ番号になりますので、

現在お使いの固定電話の番号をご記入下さい。なお、

村外にお住まいの方は、青木村に設置されている固定

電話番号をご記入下さい。ただし固定電話番号が非公

開の方や、固定電話をお持ちでない方については別途

ご通知いたしますので、備考欄にご記入下さい。 

公営住宅にお住まいの方は、 

申込者欄のご記入は不要です。 

公営住宅にお住まいの方へ 

・利用料納付は使用者の方になります。 

・通信サービスは必ずご加入下さい。 

※黒色のボールペン等でご記入ください。（鉛筆不可） 
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